
総行住第 145 号  

 令和３年 12 月１日  

 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

 

総 務 省 自 治 行 政 局 長 

                        （ 公 印 省 略 ）  

 

住民基本台帳事務処理要領の一部改正について 

 

戸籍の附票につきましては、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便

性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 16号。以下「デジタル

手続法」という。）により、記載事項の追加等がなされ、その施行日は、令和４年１月 11日

とされたところです（令和３年 11 月 25 日公布「情報通信技術の活用による行政手続等に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定

める政令」（令和３年政令第 312号））。 

この政令の公布等に伴い、住民基本台帳事務処理要領（昭和 42年自治振第 150号等自治

省行政局長から各都道府県知事あて通知）の一部を下記のとおり改正することとしました

ので、貴職におかれては内容を承知の上、域内の市町村（特別区を含む。）に周知してくだ

さい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく技術

的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 住民基本台帳事務処理要領の一部改正 

住民基本台帳事務処理要領の一部を別添の新旧対照表のように改正する。 

 

第２ 改正概要 

 （１）戸籍の附票の記載事項に出生の年月日及び男女の別が追加される等の法改正が、デ

ジタル手続法附則第１条第９号に掲げる規定の施行の日（令和４年１月 11日）から

施行されることに伴う改正を行った。 

 （２）既に住所を有する住民が存在している住所への転入及び転居について、確認すべき

事項等の整理を行った。 
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第３ 実施期日 

この通知は、デジタル手続法附則第 1条第９号に掲げる規定の施行の日（令和４年１

月 11日）から実施する。 

ただし、「第４ 届出」に係る部分については、通知の日から実施する。 

 

 

 

 

【担当】 

総務省自治行政局住民制度課 

影山補佐、平野係長、市川官 

 TEL:03-5253-5517（直通） 
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